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規

則

青
森
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
百
一
号

青
森
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
三

十
七
号)

第
三
条
及
び
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十

七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
管
理
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

利
用
の
制
限)

第
二
条

知
事
は
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
利
用
す
る
者

(

以
下

｢

利
用
者｣

と
い
う
。)

が
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
利
用
者
の
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
利
用
を
制
限
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一

他
の
利
用
者
に
迷
惑
を
か
け
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

二

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
施
設
、
設
備
等
を
き
損
し
、
若
し
く
は
汚
損
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
。

三

そ
の
他
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
管
理
運
営
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

(

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲)

第
三
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
同

条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者

(

以
下

｢

指
定
管
理
者｣

と
い
う
。)

に
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
管
理

を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一

前
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
制
限
に
関
す
る
こ
と
。

二

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
施
設
、
設
備
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
管
理
に
関
し
必
要
な
業
務

附

則

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
附
則
第
五
項
の
規

定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
知
的
障
害
児
施
設
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
百
二
号
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青
森
県
知
的
障
害
児
施
設
規
則

(
趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
知
的
障
害
児
施
設
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
三

十
三
号)
第
五
条
及
び
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十

七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
的
障
害
児
施
設
の
管
理
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

利
用
の
制
限
等)

第
二
条

知
事
は
、
知
的
障
害
児
施
設
を
利
用
す
る
者

(

以
下

｢

利
用
者｣

と
い
う
。)

が
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
利
用
者
の
知
的
障
害
児
施
設
の
利
用
を
拒
み
、
又
は

そ
の
利
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

他
の
利
用
者
に
迷
惑
を
か
け
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

二

知
的
障
害
児
施
設
の
施
設
、
設
備
等
を
き
損
し
、
若
し
く
は
汚
損
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
お
そ

れ
が
あ
る
と
き
。

２

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
知
的
障
害
児
施
設
の
管
理
運
営
上
支
障
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
知
的
障
害
児
施
設
の
利
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲)

第
三
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
同

条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者

(

以
下

｢

指
定
管
理
者｣

と
い
う
。)
に
知
的
障
害
児
施
設
の
管
理

を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一

青
森
県
知
的
障
害
児
施
設
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
業
務

二

前
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
制
限
等
に
関
す
る
こ
と
。

三

知
的
障
害
児
施
設
の
施
設
、
設
備
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
知
的
障
害
児
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
業
務

附

則

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
附
則
第
九
項
の
規

定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
知
的
障
害
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
百
三
号

青
森
県
知
的
障
害
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
知
的
障
害
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例

(

昭
和
五
十
二
年
十
二
月

青
森
県
条
例
第
二
十
八
号)

第
四
条
及
び
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す

る
条
例

(

平
成
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
的
障
害
者
総

合
福
祉
セ
ン
タ
ー

(

以
下

｢

セ
ン
タ
ー｣

と
い
う
。)

の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

(

利
用
の
制
限
等)

第
二
条

知
事
は
、
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す
る
者

(

以
下

｢

利
用
者｣

と
い
う
。)

が
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
利
用
者
の
セ
ン
タ
ー
の
利
用
を
拒
み
、
又
は
そ
の
利
用
を
制

限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

他
の
利
用
者
に
迷
惑
を
か
け
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

二

セ
ン
タ
ー
の
施
設
、
設
備
等
を
き
損
し
、
若
し
く
は
汚
損
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
お
そ
れ
が
あ

る
と
き
。

２

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
セ
ン
タ
ー
の
利
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲)

第
三
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
同

条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者

(

以
下

｢

指
定
管
理
者｣

と
い
う
。)

に
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
わ

せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一

青
森
県
知
的
障
害
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
業
務

二

前
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
制
限
等
に
関
す
る
こ
と
。

三

セ
ン
タ
ー
の
施
設
、
設
備
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
し
必
要
な
業
務

附

則

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
附
則
第
十
項
の
規

定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
肢
体
不
自
由
児
・
重
症
心
身
障
害
児
施
設
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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平
成
十
七
年
十
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
百
四
号

青
森
県
肢
体
不
自
由
児
・
重
症
心
身
障
害
児
施
設
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
肢
体
不
自
由
児
・
重
症
心
身
障
害
児
施
設
条
例

(

平
成
十
四
年
三

月
青
森
県
条
例
第
一
号)
第
四
条
及
び
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る

条
例

(

平
成
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
肢
体
不
自
由
児
・

重
症
心
身
障
害
児
施
設
の
青
森
県
立
は
ま
な
す
学
園

(

以
下

｢

は
ま
な
す
学
園｣

と
い
う
。)

の

管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

外
来
患
者
の
受
付
時
間
及
び
診
療
時
間)

第
二
条

は
ま
な
す
学
園
の
外
来
患
者
の
受
付
時
間
及
び
診
療
時
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

二

診
療
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
零
時
ま
で

２

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
受
付
時
間
及
び
診
療
時
間
を
変
更
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

(

休
診
日
等)

第
三
条

は
ま
な
す
学
園
の
休
診
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

日
曜
日
及
び
土
曜
日

二

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日

三

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日

(

前
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
。)

２

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
休
診
日
に
診
療
し
、
又
は
同
項
の
休
診
日

以
外
の
日
に
休
診
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

利
用
の
制
限
等)

第
四
条

知
事
は
、
は
ま
な
す
学
園
を
利
用
す
る
者

(

以
下

｢

利
用
者｣

と
い
う
。)

が
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
利
用
者
の
は
ま
な
す
学
園
の
利
用
を
拒
み
、
又
は
そ
の

利
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

他
の
利
用
者
に
迷
惑
を
か
け
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

二

は
ま
な
す
学
園
の
施
設
、
設
備
等
を
き
損
し
、
若
し
く
は
汚
損
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
お
そ
れ

が
あ
る
と
き
。

三

こ
の
規
則
に
違
反
し
た
と
き
。

２

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
は
ま
な
す
学
園
の
管
理
運
営
上
支
障
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
は
ま
な
す
学
園
の
利
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲)

第
五
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
同

条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者

(

以
下

｢

指
定
管
理
者｣

と
い
う
。)

に
は
ま
な
す
学
園
の
管
理
を

行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
は
、
指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一

青
森
県
肢
体
不
自
由
児
・
重
症
心
身
障
害
児
施
設
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
業
務

二

前
条
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
制
限
等
に
関
す
る
こ
と
。

三

は
ま
な
す
学
園
の
施
設
、
設
備
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
は
ま
な
す
学
園
の
管
理
に
関
し
必
要
な
業
務

(

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
た
場
合
の
外
来
患
者
の
受
付
時
間
及
び
診
療
時
間
等)

第
六
条

青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
指

定
管
理
者
に
は
ま
な
す
学
園
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合
の
は
ま
な
す
学
園
の
外
来
患

者
の
受
付
時
間
及
び
診
療
時
間
並
び
に
休
診
日
は
、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条
第
一
項
に
定
め
る
受
付
時
間
及
び
診
療
時
間
並
び
に
第
三
条
第
一
項
に

定
め
る
休
診
日
を
基
準
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
も

の
と
す
る
。
こ
れ
ら
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

２

指
定
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
受
付
時
間
及

び
診
療
時
間
を
変
更
し
、
並
び
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
休
診
日
に
診
療
し
、
又
は
当
該
休

診
日
以
外
の
日
に
休
診
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
指
定
管
理
者
に
よ
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
条
例
附
則
第
八
項
の
規

定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

地
域
森
林
計
画
の
案
の
縦
覧

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
青
森
林
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計
画
区
に
係
る
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
十
年
間
の
地
域
森
林
計
画
を
た
て
た
い
の
で
、
同
法
第

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
し
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
、

理
由
を
付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
場
所

青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
並
び
に
東
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、
中
南
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、
西
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、
上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
及
び

下
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所

二

縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
六
日
ま
で

三

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
津
軽
森
林

計
画
区
に
係
る
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
十
年
間
の
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
し
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。な

お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
、

理
由
を
付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
場
所

青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
並
び
に
東
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、
中
南
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、
西
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
、
上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
及
び

下
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所

二

縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
六
日
ま
で

三

縦
覧
期
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地
の
売
却

二

予
定
価
格

一
億
三
千
三
百
四
十
九
万
九
千
八
百
二
十
二
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

青
森
市
大
字
油
川
字
岡
田
二
六
二
の
五

五

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎

東
棟
六
階
Ａ
会
議
室
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所

在

地

地

目

地

積

青
森
市
大
字
油
川
字
岡
田
二
六
二
の
五

雑
種
地

七
、
四
九
九
・
九
九
平
方
メ
ー
ト
ル

� �
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２

日
時

平
成
十
七
年
十
二
月
六
日

午
前
十
時

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額

(

入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)

の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限

土
地
売
買
契
約
書
に
よ
り
定
め
た
納
入
期
限
ま
で
に
納
入
す
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

当
該
物
件
に
つ
い
て
は
、
用
途
を
指
定
し
、
十
年
間
の
買
戻
し
特
約
を
付
す
。

指
定
す
る
用
途

保
管
施
設
用
地
、
流
通
施
設
用
地
、
旅
客
施
設
用
地
、
港
湾
関
連
業
務
施
設
用
地
、
福
利

厚
生
施
設
用
地
、
作
業
基
地
用
地
及
び
以
上
に
付
随
す
る
も
の
と
す
る
。

３

平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
午
前
十
一
時
か
ら
、
青
森
市
大
字
油
川
字
岡
田
二
六
二
の
五
に
お

い
て
現
場
説
明
を
行
う
。

正

誤
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自

然

保
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